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看護学実習における生命倫理教育内容の教材化

－実習指導経験からの内容分析－

【要　旨】

　目的は、看護教員と看護師の教授経験の分析から、看護学実習における生命倫理教育内容の教材

化を明らかにすることである。方法は、「インフォームド・コンセント」と「カンファレンス」につ

いて看護学実習での教授経験を教員、経験あり看護師とない看護師に調査した。

　先行研究によると、教材化は「教材解釈」と「教材構成」で、「インフォームド・コンセント」か

ら教材解釈、「カンファレンス」から教材構成のコードを見いだした。分析方法は質的分析で、共通

性のある類似コードにカテゴリー名がつけられた。結果は、「教材解釈」としてインフォームド・コ

ンセントで抽出されたカテゴリーは39、教員と看護師が選んでいたのは〔看護ケア〕、〔理解〕、

〔同意〕だった。一方、カンファレンスで抽出されたカテゴリーは52で共通カテゴリーはなかった。

　結論としては、生命倫理教育では個々の教授者の役割や経験が教材化に反映していた。臨床でケ

ア経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることは非常に重要である。
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 

図1.本研究の概念枠組み

教材化
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 

表1.調査項目一覧
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 

表4.インフォームド･コンセントのための「現象の再現」
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Ⅰ．緒言

生命倫理は原理・原則を基にした抽象的な内容だ

が、具体的、実践的な看護学実習を経験することで

学生は生命倫理の内容理解をより深められるように

なる。つまり、実習指導では具体性と抽象性の両極

端とも位置づけられる内容を題材とし、両極の関連

性を意識し学習内容として成立できるような教授活

動が求められる。しかしながら、臨床における実践

および状況を対象とし学習としての成立を目指すに

は、実習指導者は学生が理解できるような解釈を加

えた上で指導をしていく必要がある。それに加え生

命倫理については指導に関わる教員・実習指導者に

は苦手意識があるため1)、学生が学習することの重

要性を認識したとしても、具体性と抽象性の間を行

き来しつつ指導を行う段階に到達するには時間がか

かる。また、学生と指導者には時代背景を含めたそ

れぞれの倫理観の違いもあり、さらには「医療従事

者に対する生命倫理学教育は職業教育の一部でも

ある」といわれるように2)、学生が職業人としての倫

理意識を培っていくための相応の時間も必要である。

教材についての定義は明確化されてはいなかっ

たが、田中によれば授業の構成要素４つ（「教育目

標」「教材・教具」「教授行為・学習形態」「教育

評価」）のうちの一つとして位置づけられており

3)、教材の役割については「教育内容をよりよく伝

えるため、つまり教育目標をより善く達成するため

に選ばれた題材のこと」という説明があった4)。そ

のため、本研究において看護学実習における教材化

とは、学生が臨床で見たり聞いたりする内容、実際

に経験する内容の中から、設定された実習目標に対

応させて学習内容を選択することとし、その題材を

生命倫理とした。だが、これまでの筆者らの研究結

果および生命倫理の科目の特性を鑑みれば、看護学

実習における教授活動の題材としての生命倫理につ

いては、その範囲と内容は未だ明らかにされている

とはいえない注1)。そのため、本研究では看護学実習

で学生が遭遇していた間接的・直接的経験の中には

生命倫理が内包されているとし、そこでの生命倫理

の原則・原理を適応するのはケアリングの場という

前提の下にあると考えた。これは、堀井が「フライ

はこうした原則の短所を補う『道徳的概念』として

ケアリングを提唱し、『看護師による倫理的意思決

定の枠組みの研究では、原則指向とケア指向の両方

の方法を使っている』ことを取り上げる」と述べて

いるように5)、原則とケアの補完性を考慮すること

になると考えたからである。

今回はA県を対象とした調査であるためデータの

偏りは否めないが、抽出した生命倫理に関する教育

内容から指導の傾向は明らかになり、教員と看護師

の比較から教材としての適合性の判断は可能だと考

えた。

Ⅱ．研究背景

臨床は患者の治療・ケアの実際の場であることか

ら、看護学実習としての適切な教授活動には教員に

よる調整、患者・家族、実習指導者との連携といっ

た教育環境作りが欠かせない注2)。実際の場という

臨床での雰囲気やそこでの様子を学生がありのまま

に感じることも重要だが、感じることはできても言

語化の不自由さと困難さがあり内容理解には限界が

ある。そのため学生の経験を教授内容として掬い上

げられるかは教員、実習指導者の指導能力にかかっ

ている。さらに、指導能力に関しては、看護学教育

において学生のレディネスという観点から以下のよ

うな指摘がある。レディネスの規定要因である「成

熟、過去の学習経験、教授方法」のうち、成熟と過

去の学習経験は看護学教育においては期待できな

い、というものである6)。つまり、3つの規定要因の

うち看護学実習において最も効果を期待できるのは

教授方法であり、これは教員および指導者が検討し

工夫が可能だというのである。

教授方法にはさまざまなものがあるが、その一つ

に教材化があり、学生の経験内容の焦点化、学生へ

の問いかけには工夫が欠かせず、教員にとっても自

らが立ち止まり自身を振り返る機会でもある。そし

てその時、倫理問題も存在する。藤田は「日々の医

療現場で感じるこうした『もやもや』こそがときと

して倫理問題を察知しているサインである場合があ

る」といっており7)、“察知する”といったことは

倫理問題への気づきであり、教員にとっては学習の

始まりとして見逃せない場となる。そして、この経

験をするために学生は臨床に赴いているといっても

過言ではないだろう。「臨床における倫理問題とは、

こうした価値観の対立から生じる治療決定上の問

題」といった説明もあるように8)、価値観、対立、

治療の決定といった事柄は患者や家族に当事者の問

題として重くのしかかる。また、多くのケースに遭

遇する医療者にとっても回答は見いだしにくく、

「医療従事者はまさにケアをするという仕方で他者

援助をする立場を自ら引き受けた者であり、患者に

対して医療・介護により益をもたらそうとする活動

は、『援助を必要とするものへの応答』にほかなら

ない」といわれるように個別の対応を重視する医療

者であるならば尚更のことである9)。

看護学実習においての生命倫理教育に着目した

本研究は、教員、実習指導者の指導を支援できるよ

うな原理・原則の適用を示唆することだが、「原則

や規則を適用しようとすれば『抽象化』を避けて通

ることはできず、ある状況をまさにその状況たらし

めている特徴を無視し、切り捨てなければならな

い」といわれるように10)、看護ケア実践においての

生命倫理の原理・原則を適用することの限界は想定

されるものである。これについては、「『患者を傷

つけてはならない』という関心は、生命倫理での

『無害』の原則とは異なり、患者に実害をもたらし

てはならないというより、辛い思いをさせてはなら

ないという心情的な配慮をさしていた。」といった

看護師のケアにおける心情であり11)、プリセプター

を対象とした我々の調査では「看護師は生命倫理の

重視すべき側面と個別的な看護ケア実践の実現とい

う側面とを併せた指導を行なっており」という結論

がみられた12)。

これらの原点には盛永が指摘するような「ノッデ

ィングズによれば、倫理は公平を原則とする理性か

ら生まれるのではなく、『ケアする存在』に見られ

るような『共感的‐受容的』モードから生じてくる

のである。」といったことが関連している13)。さら

に看護教育のこれまでのあり方には特徴があり、生

命倫理教育を融合する必要性は高い。「従来の看護

教育の師弟主義を反省し、『訓練』から『教育』へ

教員教師観を転換するためのキーコンセプトのひと

つに『他者性』を挙げており、教員が『個性の尊

重』としての絶対的他者として学習者を認識するこ

との必要性を述べている」という指摘もあるからで

ある14)。看護系大学が増加したとはいえ国家試験受

験資格を得るための看護基礎教育課程は多岐にわ

たり存在し、臨床の場で勤務する多くは“従来の看

護教育”を経た看護師である。

以上のことから、本研究においては倫理原則とケ

アの観点を含めた看護学実習における教材化の考

察を行なうものである。

Ⅲ．本研究の概念枠組み

学生は生命倫理の学習を基にした臨地実習の経

験をすることで、専門職として必要な看護倫理の習

得につながると考えた。これは「倫理原則主義が生

命倫理の分野を広く支配」し、その後の看護倫理綱

領（1976年）へと影響を与えたという経緯があり

（堀井，2010，p.61）、また原則から応用といった

学習の段階性を踏まえるものでもある。生命倫理の

学習内容は抽象的、概念的だが、学生が臨床で経験

するのは実際的で具体的な実習の内容である。その

ため教員にはこれらを照らし合わせ、詳細な説明を

行なうという教授活動が求められる。教授活動とは

山下らの説明によると教材を媒介とした学習支援で

ある（山下，2007，p.30）。本研究では「学習状況

把握」「実習調整」「学習モデル」の3つが教材化

に影響を与えると考えた（図１）。

学習状況は学生の生命倫理の学習状況で、教員

はそれを把握しておくことで実習においてのより的

確な指導が可能である。実習調整は臨床での学習環

境の整備および学生の理解できる学習促進のためで

ある。実習モデルとは教員を含む看護職者のことで、

生きた教材でもあり、同一化の試みは態度の習得に

つながる。そして、これらは相互に関係し合い、教

員は教授活動内容として学生の生命倫理の学習促

進に関わる。そこで以下のように用語を統一した。

(1)学習状況把握：著者らが過去の研究で見出し

た生命倫理で学習を経験する「いのちの尊さ（11項

目）」と「患者のQOL（７項目）」についての状況で、

項目間の違いは教材化に影響する。

(2)実習調整：図１をもとにすれば看護職者の生

命倫理の学習経験には違いがあり、混在しているの

が臨床の場である。臨床のその場が教材となり、教

員が学習環境として成立するために調整をすること

で学生の学習内容との照らし合わせや説明が可能に

なる。

(3)学習モデル：看護実践は注3)、看護職者と患者

の存在と看護ケアの行為によって成立する。そのた

め、教員及び看護職者は生きた素材として教材にな

る。

(4)教材化：上記の（１）から（３）を教材とし

て、教員が学生の学習支援をすることである。

今回の研究は教授活動内容の抽出で、教員の指

導状況との比較のために看護師対象のデータを取得

する。

Ⅳ．研究目的

看護学実習における生命倫理教育内容に関する

指導状況について、教員と看護師の回答分析から教

授活動内容の抽出を行なう。その上で教材化の妥当

性を見いだす。

Ⅴ．方法

1.調査対象　

実習指導者はA県内の看護基礎教育養成機関10ヶ

所に勤務する看護教員および臨地実習施設6ヶ所の

実習指導経験者を含めた本研究に協力可能な看護

師である。

2.調査期間

教育機関の実施は2015年5月から8月、実習施設は

同年3月から5月に実施した。

3.方法

調査票は6項目で構成した（表1）。内訳は、指導

に関する2項目の設問には内容記述と経験の有無を

尋ね、3項目については生命倫理の指導での考えに

ついて、1項目は回答者背景の回答を求めた。今回

の報告は指導に関する設問のインフォームド･コン

セントとカンファレンスについてである。先行研究

において見出された教材化のうち、教材解釈をイン

フォームド・コンセントに、教材構成をカンファレ

ンスに対応させた。調査票には、生命倫理、教材化、

倫理原則、指導についての説明をつけ回答する上で

の参考にするようにした。倫理原則は4原則で、自

律の尊重、無危害、善行、正義である。

4.倫理的配慮

実施については大学倫理委員会にて承認を得た。

教育機関は学科責任者に、実習施設は施設長と看護

部長に研究協力の依頼を文書で行なった。了承を得

た教育機関と施設に調査協力可能な人数を確認し

郵送した。研究対象者には文書で、目的、調査の途

中辞退は可能、協力しないことによる不利益が生じ

ることはないこと、得られた結果は公表するが個人

が特定されることはないと説明した。なお、研究終

了後には一定期間の保管の後に一切のデータを裁断

し破棄することも伝えた。以上を記載した調査説明

と研究協力における倫理的配慮の用紙と調査票、返

信用封筒を配布し各自での投函を依頼した。調査票

は記号化し個人が特定できないようにし、研究室内

の鍵のかかる戸棚で管理した。

5.分析方法

記述内容については、文脈の意味を損なうことが

ないよう注意しながら意味内容毎に分節し、1分節

に1コードとして内容を表示した。類似するコード

を集約し、最も内容を表すコードの名称もしくは複

数のコードを集約した内容を示す名称をカテゴリー

とした。信頼性の確保として、この作業は一人の研

究者が行い、その後にもう一人の研究者がコード、

カテゴリー内容、名称の妥当性を検討し、両研究者

が一致するまで繰り返した。また、期間を置いた後

に再度、名称については確認し、第三者の内容確認

を求めた。教材解釈、教材構成は看護学実習におけ

る現象の教材化に関する研究において、看護教育機

関2ヶ所の教員8名と看護学生22名を対象とした参加

観察法により見出されたものである15)。教材解釈の

概念は「必須指導内容教授のための現象の確定と再

現」、教材構成は「現象への教授資源投入によるモ

デル現象の作成」である注4)。

今回は「事象の選択」の回答を除き、「教材解

釈」の必須指導内容はインフォームド・コンセント

と実習目標の関連を意識した生命倫理の指導で、現

象の「確定」と「再現」の２点に分け内容を抽出し

た。「教材構成」は生命倫理の内容をモデル現象と

して取り上げる機会はカンファレンスと設定し、記

述内容は「選択」しモデル現象としての「加工」だ

として内容を抽出した。抽出されたカテゴリーは、

看護教員と看護師、さらに看護師は指導経験の有無

に分け、共通と相違の観点から７つの教授パターン

として分類し比較した（表2）。対象に指導経験の

ない看護師がおり、教員は看護師経験を経た後に教

授活動を行なっているため教授活動の種類は７パタ

ーンとした。

表2.実習における教授パターン

【結果】

1.回答状況

　教育機関の10ヶ所のうち調査協力が可能だったの

は8ヶ所で、調査協力可能な教員数は26名であった。

回答があったのは13名（回収率50.0％）、無回答の

1名を除き12名を有効回答とした。臨地実習施設は6

ヶ所のうち5ヶ所の114名が調査協力可能で、回答が

あったのは31名（回収率27.0％）、無回答1名を除

き30名を有効回答とした。

1)教員の背景

　対象となった教育機関の内訳は大学が3校、専門

学校が7校である。回答者の職位の内訳は准教授1、

講師2、助教1、常勤専任教員5、非常勤実習助手2で

無回答1であった。教員としての経験年数は

11.2±10.5年であった。

2)看護師の背景

　学生の指導経験に関しては、経験者が11名、過去

の経験者は11名、経験なしが8名であった。看護師

経験年数については、19.7±8.1年だった。

2.教材化に関する内容分析

　記述件数は教員が11件、看護師は24件だった。 

1)教材解釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　象の確定」

　教員は5コードから3カテゴリー、看護師は9コー

ドから6カテゴリーを抽出した。1カテゴリーが重複

し、教員のみが2カテゴリー、看護師のみが5カテゴ

リーの計8カテゴリーだった（表3）。

表3.インフォームド･コンセント教授のための「現

象の確定」

(2)インフォームド・コンセントのための「現象　

　 の再現」

　教員は25コードから18カテゴリー、看護師は57コ

ードから21カテゴリーを抽出した。カテゴリーの内

訳は重複が8カテゴリー、教員のみが10カテゴリー、

看護師のみが13カテゴリーだった（表4）。

2)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員は22コードから17カテゴリーが得られた。カ

ンファレンスでの指導経験で分けると経験ありは６

名で11コードから９カテゴリーが抽出され、経験な

しと経験の未回答者は７名で11コードから10カテゴ

リーであった。一方の看護師は44コードから36カテ

ゴリーが得られ、カンファレンスでの指導経験で分

けると、経験ありは10名で27コードから24カテゴリ

ーが抽出され、経験なしは６名で17コードから15カ

テゴリーを抽出した。

　重複カテゴリーについては、指導経験の有無に関

わらず教員の重複は１カテゴリーで「安全」、看護

師の場合の重複は３カテゴリーで「意思尊重」「倫

理的問題」「学生の考え」であった。教員と指導経

験ありの看護師で重複していたのは「カンファレン

ス」だった（表5）。 

表5.カンファレンス教授のための「教材構成」

Ⅵ．考察

1.対象者の選定と回答状況

　今回の対象となったA県で研究者らは調査を続け

てきた。これまで生命倫理の講義終了後と実習経験

後の学生を対象としてきたが、教授者側の調査も必

要と考え、今回、看護基礎教育養成機関の教員と臨

地実習施設の実習指導者を対象とした調査を計画し

た。本研究の概念枠組みを検証するにあたってA県

を対象とすることが妥当なのか明らかにはし辛い。

だが、過去の研究経緯を踏まえており、データの偏

りより教授活動における内容抽出を優先することを

選択した。同様に、対象とした教員および実習指導

者の調査協力者数と回収率は高くはなかったが、質

的研究を採用したことで教授活動における教材化の

傾向は明らかにできると考えた。

2.看護学実習でのインフォームド・コンセントの学

　習

　看護学実習においてインフォームド･コンセント

を学習する機会は、以下のような場面がある。教員

の指導の下、学生は患者を受け持つ時には「受け持

ち患者同意書」の内容を説明し、学生が受け持つこ

とに関する患者の意思を確認し、患者のサインを得

るという一連の過程を経験する。また、患者が同意

を取消したい場合も対応することになる。そのため、

看護学実習は、患者に関する個人情報の取り扱いお

よび情報の管理、医師から治療の説明を受ける際に

は同席を行なう場合もあり、患者の意思尊重、意思

尊重による患者の権利への理解と権利擁護の必要

性を理解する機会である16)‐18)。

1)インフォームド・コンセント教授に関する教材解

　釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の確定」

　インフォームド・コンセントと実習目標の関連に

ついて学ぶ際のふさわしい現象は、７教授パターン

のうち４パターンで、“教授活動にふさわしい内

容”“臨床において必要性の高い内容”“実習指導

経験に基づき関連した内容”“学生の習得した知

識・技術に関連した内容”だった。教員と看護師の

重複カテゴリーは〔看護ケア〕、教員のカテゴリー

は〔清潔のケア〕〔分娩介助〕〔インフォームド・

コンセントの場面〕があり、実践場面がふさわしく、

学生の習得した知識・技術との関連性が考えられた。

指導経験のある看護師は〔リハビリ〕〔対応〕を挙

げ、実習指導経験が活かされた結果だと思われた。

指導経験なし看護師が挙げた〔認知できない〕〔危

険性〕は、安全の確保を学生が知る必要性を示唆し

ていた。

　以上のことから、教材化は看護ケア実践を基にし

て自身の経験や役割に引きつけており、倫理原則は

“自律の尊重”“無危害”に該当すると考えられた。

(2)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の再現」

　７つの教授パターンの全てが見出された。重複カ

テゴリーの中で〔理解〕と〔同意〕は患者にとって

の重要要素でもあり、教員と看護師が挙げた“教授

活動にふさわしい内容”で、インフォームド・コン

セントそのものの再現が必要だと考えていた。教員

と指導経験ありの看護師が挙げた〔説明〕といった

５カテゴリーはコード数も多く、患者ケア実践で看

護学生に必要な内容でもあり、“実習指導において

必要性の高い内容”と一致した。教員と指導経験な

しの看護師の場合は、〔説明と同意〕〔意思の尊

重・意思の確認〕のカテゴリーで、“臨床の学習に

おいて必要性の高い内容”だと考えられた。看護師

のみと教員のみのカテゴリーを倫理原則と対応させ

ると、教員の場合は学生に求められる学びで、“自

律の尊重”“無危害”“善行”についてだった。一

方、看護師の場合は患者ケアの提供において必要な

内容で、“無危害”“善行”“正義”に関すること

だと思われた。教員の場合に対応していた倫理原則

（自律の尊重、無危害、善行）は、学生が看護ケア

実践をする場合に経験する患者の「自律の尊重」や

看護ケアを経験する際の「善行」「無危害」に基づ

く実践のあり方が該当すると考えられる。そして、

看護師の場合に対応していた倫理原則（無危害、善

行、正義）は、患者ケアの実践において考慮すべき

原則だと考えられる。本学の場合、教員は実習開始

前のオリエンテーションで実習要項をもとに、教員

と実習指導者の役割の違いについて説明する注5)。

原則を実際の場面でどのように対応するか判断する

ことの困難さはあったとしても、倫理原則と指導内

容との対応に教員と看護師との違いを反映させてい

くことで教育効果にも影響することにもなる。以上

のことから、「現象の確定」と同様、教員と看護師

のそれぞれの経験と役割が反映した教材化だと考え

られた。

3.看護学実習でのカンファレンスの学習

　カンファレンスは、「課題達成的側面」と「雰囲

気などの人間的側面」から集団維持機能を学ぶため

に活用される19)。日々の実習終了時に学生がカンフ

ァレンスを運営し、実習についてリフレクションし、

意見の発表や集団活動の実際を理解する。また、看

護師や教員も参加するので、指導内容では学生の経

験を教材として再構成し提示することになる。

(1)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員と指導経験ありの看護師が挙げたのは〔カン

ファレンス〕で、教材構成にふさわしいモデル現象

の場だと考えていたためだと思われた。教員が選択

し加工する内容として挙げていたのは〔安全〕で、

一方、看護師は〔意思尊重〕〔倫理的問題〕〔学生

の考え〕を挙げており、倫理原則に対応させると、

教員は患者への“無危害”について、看護師は患者

と学生のいずれもの“自律の尊重”に目を向けてい

たと思われた。カンファレンス教授の教材構成につ

いてはカテゴリーを集約することがかなり困難だっ

たことから、計画的というより学生状況に合わせた

ケース毎の指導が行なわれていたといえよう。

4.生命倫理教育内容の教材化

　看護学生は将来の看護ケア提供者として「倫理的

な行為者として自身の気づきを発達させる必要があ

る」といわれ20)、学生が倫理原則への立ち還りを繰

り返すような指導が必要で、これは内省（reflec-

tion）の必要性でもある。看護と内省については、

コルブの学習モデル注6)を用いた有用性の研究21)、看

護倫理教育との関係性の研究もみられ22)、実習指導

においてはカンファレンスの活用が該当した。教員

と看護師はそれぞれの経験、役割に引きつけた指導

をする傾向があるため、双方の連携と関係性も含め

た計画的な教材化が必要で、結果として実習目標の

効果的な到達にもつながる。

Ⅶ．結論

　看護学実習では、看護学生の実習目標達成が優先

され、看護ケア実践の経験と関係づけた指導の中に

生命倫理内容も含まれていた。教材化は教員と看護

師のそれぞれの経験と役割が関係しており、それは

教授内容と活動の限界でもあった。そのため、生命

倫理内容を教材化していくには、倫理原理・原則を

確認できる実習内容を整理し、臨床での看護ケア実

践の経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることが

非常に重要であることが見出された。

　本研究の課題は、質的研究であるため実証的な研

究へとつなげ検証していくことである。
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Ⅵ．考察

1.対象者の選定と回答状況

　今回の対象となったA県で研究者らは調査を続け

てきた。これまで生命倫理の講義終了後と実習経験

後の学生を対象としてきたが、教授者側の調査も必

要と考え、今回、看護基礎教育養成機関の教員と臨

地実習施設の実習指導者を対象とした調査を計画し

た。本研究の概念枠組みを検証するにあたってA県

を対象とすることが妥当なのか明らかにはし辛い。

だが、過去の研究経緯を踏まえており、データの偏

りより教授活動における内容抽出を優先することを

選択した。同様に、対象とした教員および実習指導

者の調査協力者数と回収率は高くはなかったが、質

的研究を採用したことで教授活動における教材化の

傾向は明らかにできると考えた。

2.看護学実習でのインフォームド・コンセントの学

　習

　看護学実習においてインフォームド･コンセント

を学習する機会は、以下のような場面がある。教員

の指導の下、学生は患者を受け持つ時には「受け持

ち患者同意書」の内容を説明し、学生が受け持つこ

とに関する患者の意思を確認し、患者のサインを得

るという一連の過程を経験する。また、患者が同意

を取消したい場合も対応することになる。そのため、

看護学実習は、患者に関する個人情報の取り扱いお

よび情報の管理、医師から治療の説明を受ける際に

は同席を行なう場合もあり、患者の意思尊重、意思

尊重による患者の権利への理解と権利擁護の必要

性を理解する機会である16)‐18)。

1)インフォームド・コンセント教授に関する教材解

　釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の確定」

　インフォームド・コンセントと実習目標の関連に

ついて学ぶ際のふさわしい現象は、７教授パターン

のうち４パターンで、“教授活動にふさわしい内

容”“臨床において必要性の高い内容”“実習指導

経験に基づき関連した内容”“学生の習得した知

識・技術に関連した内容”だった。教員と看護師の

重複カテゴリーは〔看護ケア〕、教員のカテゴリー

は〔清潔のケア〕〔分娩介助〕〔インフォームド・

コンセントの場面〕があり、実践場面がふさわしく、

学生の習得した知識・技術との関連性が考えられた。

指導経験のある看護師は〔リハビリ〕〔対応〕を挙

げ、実習指導経験が活かされた結果だと思われた。

指導経験なし看護師が挙げた〔認知できない〕〔危

険性〕は、安全の確保を学生が知る必要性を示唆し

ていた。

　以上のことから、教材化は看護ケア実践を基にし

て自身の経験や役割に引きつけており、倫理原則は

“自律の尊重”“無危害”に該当すると考えられた。

(2)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の再現」

　７つの教授パターンの全てが見出された。重複カ

テゴリーの中で〔理解〕と〔同意〕は患者にとって

の重要要素でもあり、教員と看護師が挙げた“教授

活動にふさわしい内容”で、インフォームド・コン

セントそのものの再現が必要だと考えていた。教員

と指導経験ありの看護師が挙げた〔説明〕といった

５カテゴリーはコード数も多く、患者ケア実践で看

護学生に必要な内容でもあり、“実習指導において

必要性の高い内容”と一致した。教員と指導経験な

しの看護師の場合は、〔説明と同意〕〔意思の尊

重・意思の確認〕のカテゴリーで、“臨床の学習に

おいて必要性の高い内容”だと考えられた。看護師

のみと教員のみのカテゴリーを倫理原則と対応させ

ると、教員の場合は学生に求められる学びで、“自

律の尊重”“無危害”“善行”についてだった。一

方、看護師の場合は患者ケアの提供において必要な

内容で、“無危害”“善行”“正義”に関すること

だと思われた。教員の場合に対応していた倫理原則

（自律の尊重、無危害、善行）は、学生が看護ケア

実践をする場合に経験する患者の「自律の尊重」や

看護ケアを経験する際の「善行」「無危害」に基づ

く実践のあり方が該当すると考えられる。そして、

看護師の場合に対応していた倫理原則（無危害、善

行、正義）は、患者ケアの実践において考慮すべき

原則だと考えられる。本学の場合、教員は実習開始

前のオリエンテーションで実習要項をもとに、教員

と実習指導者の役割の違いについて説明する注5)。

原則を実際の場面でどのように対応するか判断する

ことの困難さはあったとしても、倫理原則と指導内

容との対応に教員と看護師との違いを反映させてい

くことで教育効果にも影響することにもなる。以上

のことから、「現象の確定」と同様、教員と看護師

のそれぞれの経験と役割が反映した教材化だと考え

られた。

3.看護学実習でのカンファレンスの学習

　カンファレンスは、「課題達成的側面」と「雰囲

気などの人間的側面」から集団維持機能を学ぶため

に活用される19)。日々の実習終了時に学生がカンフ

ァレンスを運営し、実習についてリフレクションし、

意見の発表や集団活動の実際を理解する。また、看

護師や教員も参加するので、指導内容では学生の経

験を教材として再構成し提示することになる。

(1)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員と指導経験ありの看護師が挙げたのは〔カン

ファレンス〕で、教材構成にふさわしいモデル現象

の場だと考えていたためだと思われた。教員が選択

し加工する内容として挙げていたのは〔安全〕で、

一方、看護師は〔意思尊重〕〔倫理的問題〕〔学生

の考え〕を挙げており、倫理原則に対応させると、

教員は患者への“無危害”について、看護師は患者

と学生のいずれもの“自律の尊重”に目を向けてい

たと思われた。カンファレンス教授の教材構成につ

いてはカテゴリーを集約することがかなり困難だっ

たことから、計画的というより学生状況に合わせた

ケース毎の指導が行なわれていたといえよう。

4.生命倫理教育内容の教材化

　看護学生は将来の看護ケア提供者として「倫理的

な行為者として自身の気づきを発達させる必要があ

る」といわれ20)、学生が倫理原則への立ち還りを繰

り返すような指導が必要で、これは内省（reflec-

tion）の必要性でもある。看護と内省については、

コルブの学習モデル注6)を用いた有用性の研究21)、看

護倫理教育との関係性の研究もみられ22)、実習指導

においてはカンファレンスの活用が該当した。教員

と看護師はそれぞれの経験、役割に引きつけた指導

をする傾向があるため、双方の連携と関係性も含め

た計画的な教材化が必要で、結果として実習目標の

効果的な到達にもつながる。

Ⅶ．結論

　看護学実習では、看護学生の実習目標達成が優先

され、看護ケア実践の経験と関係づけた指導の中に

生命倫理内容も含まれていた。教材化は教員と看護

師のそれぞれの経験と役割が関係しており、それは

教授内容と活動の限界でもあった。そのため、生命

倫理内容を教材化していくには、倫理原理・原則を

確認できる実習内容を整理し、臨床での看護ケア実

践の経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることが

非常に重要であることが見出された。

　本研究の課題は、質的研究であるため実証的な研

究へとつなげ検証していくことである。
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Ⅵ．考察

1.対象者の選定と回答状況

　今回の対象となったA県で研究者らは調査を続け

てきた。これまで生命倫理の講義終了後と実習経験

後の学生を対象としてきたが、教授者側の調査も必

要と考え、今回、看護基礎教育養成機関の教員と臨

地実習施設の実習指導者を対象とした調査を計画し

た。本研究の概念枠組みを検証するにあたってA県

を対象とすることが妥当なのか明らかにはし辛い。

だが、過去の研究経緯を踏まえており、データの偏

りより教授活動における内容抽出を優先することを

選択した。同様に、対象とした教員および実習指導

者の調査協力者数と回収率は高くはなかったが、質

的研究を採用したことで教授活動における教材化の

傾向は明らかにできると考えた。

2.看護学実習でのインフォームド・コンセントの学

　習

　看護学実習においてインフォームド･コンセント

を学習する機会は、以下のような場面がある。教員

の指導の下、学生は患者を受け持つ時には「受け持

ち患者同意書」の内容を説明し、学生が受け持つこ

とに関する患者の意思を確認し、患者のサインを得

るという一連の過程を経験する。また、患者が同意

を取消したい場合も対応することになる。そのため、

看護学実習は、患者に関する個人情報の取り扱いお

よび情報の管理、医師から治療の説明を受ける際に

は同席を行なう場合もあり、患者の意思尊重、意思

尊重による患者の権利への理解と権利擁護の必要

性を理解する機会である16)‐18)。

1)インフォームド・コンセント教授に関する教材解

　釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の確定」

　インフォームド・コンセントと実習目標の関連に

ついて学ぶ際のふさわしい現象は、７教授パターン

のうち４パターンで、“教授活動にふさわしい内

容”“臨床において必要性の高い内容”“実習指導

経験に基づき関連した内容”“学生の習得した知

識・技術に関連した内容”だった。教員と看護師の

重複カテゴリーは〔看護ケア〕、教員のカテゴリー

は〔清潔のケア〕〔分娩介助〕〔インフォームド・

コンセントの場面〕があり、実践場面がふさわしく、

学生の習得した知識・技術との関連性が考えられた。

指導経験のある看護師は〔リハビリ〕〔対応〕を挙

げ、実習指導経験が活かされた結果だと思われた。

指導経験なし看護師が挙げた〔認知できない〕〔危

険性〕は、安全の確保を学生が知る必要性を示唆し

ていた。

　以上のことから、教材化は看護ケア実践を基にし

て自身の経験や役割に引きつけており、倫理原則は

“自律の尊重”“無危害”に該当すると考えられた。

(2)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の再現」

　７つの教授パターンの全てが見出された。重複カ

テゴリーの中で〔理解〕と〔同意〕は患者にとって

の重要要素でもあり、教員と看護師が挙げた“教授

活動にふさわしい内容”で、インフォームド・コン

セントそのものの再現が必要だと考えていた。教員

と指導経験ありの看護師が挙げた〔説明〕といった

５カテゴリーはコード数も多く、患者ケア実践で看

護学生に必要な内容でもあり、“実習指導において

必要性の高い内容”と一致した。教員と指導経験な

しの看護師の場合は、〔説明と同意〕〔意思の尊

重・意思の確認〕のカテゴリーで、“臨床の学習に

おいて必要性の高い内容”だと考えられた。看護師

のみと教員のみのカテゴリーを倫理原則と対応させ

ると、教員の場合は学生に求められる学びで、“自

律の尊重”“無危害”“善行”についてだった。一

方、看護師の場合は患者ケアの提供において必要な

内容で、“無危害”“善行”“正義”に関すること

だと思われた。教員の場合に対応していた倫理原則

（自律の尊重、無危害、善行）は、学生が看護ケア

実践をする場合に経験する患者の「自律の尊重」や

看護ケアを経験する際の「善行」「無危害」に基づ

く実践のあり方が該当すると考えられる。そして、

看護師の場合に対応していた倫理原則（無危害、善

行、正義）は、患者ケアの実践において考慮すべき

原則だと考えられる。本学の場合、教員は実習開始

前のオリエンテーションで実習要項をもとに、教員

と実習指導者の役割の違いについて説明する注5)。

原則を実際の場面でどのように対応するか判断する

ことの困難さはあったとしても、倫理原則と指導内

容との対応に教員と看護師との違いを反映させてい

くことで教育効果にも影響することにもなる。以上

のことから、「現象の確定」と同様、教員と看護師

のそれぞれの経験と役割が反映した教材化だと考え

られた。

3.看護学実習でのカンファレンスの学習

　カンファレンスは、「課題達成的側面」と「雰囲

気などの人間的側面」から集団維持機能を学ぶため

に活用される19)。日々の実習終了時に学生がカンフ

ァレンスを運営し、実習についてリフレクションし、

意見の発表や集団活動の実際を理解する。また、看

護師や教員も参加するので、指導内容では学生の経

験を教材として再構成し提示することになる。

(1)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員と指導経験ありの看護師が挙げたのは〔カン

ファレンス〕で、教材構成にふさわしいモデル現象

の場だと考えていたためだと思われた。教員が選択

し加工する内容として挙げていたのは〔安全〕で、

一方、看護師は〔意思尊重〕〔倫理的問題〕〔学生

の考え〕を挙げており、倫理原則に対応させると、

教員は患者への“無危害”について、看護師は患者

と学生のいずれもの“自律の尊重”に目を向けてい

たと思われた。カンファレンス教授の教材構成につ

いてはカテゴリーを集約することがかなり困難だっ

たことから、計画的というより学生状況に合わせた

ケース毎の指導が行なわれていたといえよう。

4.生命倫理教育内容の教材化

　看護学生は将来の看護ケア提供者として「倫理的

な行為者として自身の気づきを発達させる必要があ

る」といわれ20)、学生が倫理原則への立ち還りを繰

り返すような指導が必要で、これは内省（reflec-

tion）の必要性でもある。看護と内省については、

コルブの学習モデル注6)を用いた有用性の研究21)、看

護倫理教育との関係性の研究もみられ22)、実習指導

においてはカンファレンスの活用が該当した。教員

と看護師はそれぞれの経験、役割に引きつけた指導

をする傾向があるため、双方の連携と関係性も含め

た計画的な教材化が必要で、結果として実習目標の

効果的な到達にもつながる。

Ⅶ．結論

　看護学実習では、看護学生の実習目標達成が優先

され、看護ケア実践の経験と関係づけた指導の中に

生命倫理内容も含まれていた。教材化は教員と看護

師のそれぞれの経験と役割が関係しており、それは

教授内容と活動の限界でもあった。そのため、生命

倫理内容を教材化していくには、倫理原理・原則を

確認できる実習内容を整理し、臨床での看護ケア実

践の経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることが

非常に重要であることが見出された。

　本研究の課題は、質的研究であるため実証的な研

究へとつなげ検証していくことである。
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Ⅵ．考察

1.対象者の選定と回答状況

　今回の対象となったA県で研究者らは調査を続け

てきた。これまで生命倫理の講義終了後と実習経験

後の学生を対象としてきたが、教授者側の調査も必

要と考え、今回、看護基礎教育養成機関の教員と臨

地実習施設の実習指導者を対象とした調査を計画し

た。本研究の概念枠組みを検証するにあたってA県

を対象とすることが妥当なのか明らかにはし辛い。

だが、過去の研究経緯を踏まえており、データの偏

りより教授活動における内容抽出を優先することを

選択した。同様に、対象とした教員および実習指導

者の調査協力者数と回収率は高くはなかったが、質

的研究を採用したことで教授活動における教材化の

傾向は明らかにできると考えた。

2.看護学実習でのインフォームド・コンセントの学

　習

　看護学実習においてインフォームド･コンセント

を学習する機会は、以下のような場面がある。教員

の指導の下、学生は患者を受け持つ時には「受け持

ち患者同意書」の内容を説明し、学生が受け持つこ

とに関する患者の意思を確認し、患者のサインを得

るという一連の過程を経験する。また、患者が同意

を取消したい場合も対応することになる。そのため、

看護学実習は、患者に関する個人情報の取り扱いお

よび情報の管理、医師から治療の説明を受ける際に

は同席を行なう場合もあり、患者の意思尊重、意思

尊重による患者の権利への理解と権利擁護の必要

性を理解する機会である16)‐18)。

1)インフォームド・コンセント教授に関する教材解

　釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の確定」

　インフォームド・コンセントと実習目標の関連に

ついて学ぶ際のふさわしい現象は、７教授パターン

のうち４パターンで、“教授活動にふさわしい内

容”“臨床において必要性の高い内容”“実習指導

経験に基づき関連した内容”“学生の習得した知

識・技術に関連した内容”だった。教員と看護師の

重複カテゴリーは〔看護ケア〕、教員のカテゴリー

は〔清潔のケア〕〔分娩介助〕〔インフォームド・

コンセントの場面〕があり、実践場面がふさわしく、

学生の習得した知識・技術との関連性が考えられた。

指導経験のある看護師は〔リハビリ〕〔対応〕を挙

げ、実習指導経験が活かされた結果だと思われた。

指導経験なし看護師が挙げた〔認知できない〕〔危

険性〕は、安全の確保を学生が知る必要性を示唆し

ていた。

　以上のことから、教材化は看護ケア実践を基にし

て自身の経験や役割に引きつけており、倫理原則は

“自律の尊重”“無危害”に該当すると考えられた。

(2)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の再現」

　７つの教授パターンの全てが見出された。重複カ

テゴリーの中で〔理解〕と〔同意〕は患者にとって

の重要要素でもあり、教員と看護師が挙げた“教授

活動にふさわしい内容”で、インフォームド・コン

セントそのものの再現が必要だと考えていた。教員

と指導経験ありの看護師が挙げた〔説明〕といった

５カテゴリーはコード数も多く、患者ケア実践で看

護学生に必要な内容でもあり、“実習指導において

必要性の高い内容”と一致した。教員と指導経験な

しの看護師の場合は、〔説明と同意〕〔意思の尊

重・意思の確認〕のカテゴリーで、“臨床の学習に

おいて必要性の高い内容”だと考えられた。看護師

のみと教員のみのカテゴリーを倫理原則と対応させ

ると、教員の場合は学生に求められる学びで、“自

律の尊重”“無危害”“善行”についてだった。一

方、看護師の場合は患者ケアの提供において必要な

内容で、“無危害”“善行”“正義”に関すること

だと思われた。教員の場合に対応していた倫理原則

（自律の尊重、無危害、善行）は、学生が看護ケア

実践をする場合に経験する患者の「自律の尊重」や

看護ケアを経験する際の「善行」「無危害」に基づ

く実践のあり方が該当すると考えられる。そして、

看護師の場合に対応していた倫理原則（無危害、善

行、正義）は、患者ケアの実践において考慮すべき

原則だと考えられる。本学の場合、教員は実習開始

前のオリエンテーションで実習要項をもとに、教員

と実習指導者の役割の違いについて説明する注5)。

原則を実際の場面でどのように対応するか判断する

ことの困難さはあったとしても、倫理原則と指導内

容との対応に教員と看護師との違いを反映させてい

くことで教育効果にも影響することにもなる。以上

のことから、「現象の確定」と同様、教員と看護師

のそれぞれの経験と役割が反映した教材化だと考え

られた。

3.看護学実習でのカンファレンスの学習

　カンファレンスは、「課題達成的側面」と「雰囲

気などの人間的側面」から集団維持機能を学ぶため

に活用される19)。日々の実習終了時に学生がカンフ

ァレンスを運営し、実習についてリフレクションし、

意見の発表や集団活動の実際を理解する。また、看

護師や教員も参加するので、指導内容では学生の経

験を教材として再構成し提示することになる。

(1)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員と指導経験ありの看護師が挙げたのは〔カン

ファレンス〕で、教材構成にふさわしいモデル現象

の場だと考えていたためだと思われた。教員が選択

し加工する内容として挙げていたのは〔安全〕で、

一方、看護師は〔意思尊重〕〔倫理的問題〕〔学生

の考え〕を挙げており、倫理原則に対応させると、

教員は患者への“無危害”について、看護師は患者

と学生のいずれもの“自律の尊重”に目を向けてい

たと思われた。カンファレンス教授の教材構成につ

いてはカテゴリーを集約することがかなり困難だっ

たことから、計画的というより学生状況に合わせた

ケース毎の指導が行なわれていたといえよう。

4.生命倫理教育内容の教材化

　看護学生は将来の看護ケア提供者として「倫理的

な行為者として自身の気づきを発達させる必要があ

る」といわれ20)、学生が倫理原則への立ち還りを繰

り返すような指導が必要で、これは内省（reflec-

tion）の必要性でもある。看護と内省については、

コルブの学習モデル注6)を用いた有用性の研究21)、看

護倫理教育との関係性の研究もみられ22)、実習指導

においてはカンファレンスの活用が該当した。教員

と看護師はそれぞれの経験、役割に引きつけた指導

をする傾向があるため、双方の連携と関係性も含め

た計画的な教材化が必要で、結果として実習目標の

効果的な到達にもつながる。

Ⅶ．結論

　看護学実習では、看護学生の実習目標達成が優先

され、看護ケア実践の経験と関係づけた指導の中に

生命倫理内容も含まれていた。教材化は教員と看護

師のそれぞれの経験と役割が関係しており、それは

教授内容と活動の限界でもあった。そのため、生命

倫理内容を教材化していくには、倫理原理・原則を

確認できる実習内容を整理し、臨床での看護ケア実

践の経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることが

非常に重要であることが見出された。

　本研究の課題は、質的研究であるため実証的な研
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Ⅵ．考察

1.対象者の選定と回答状況

　今回の対象となったA県で研究者らは調査を続け

てきた。これまで生命倫理の講義終了後と実習経験

後の学生を対象としてきたが、教授者側の調査も必

要と考え、今回、看護基礎教育養成機関の教員と臨

地実習施設の実習指導者を対象とした調査を計画し

た。本研究の概念枠組みを検証するにあたってA県

を対象とすることが妥当なのか明らかにはし辛い。

だが、過去の研究経緯を踏まえており、データの偏

りより教授活動における内容抽出を優先することを

選択した。同様に、対象とした教員および実習指導

者の調査協力者数と回収率は高くはなかったが、質

的研究を採用したことで教授活動における教材化の

傾向は明らかにできると考えた。

2.看護学実習でのインフォームド・コンセントの学

　習

　看護学実習においてインフォームド･コンセント

を学習する機会は、以下のような場面がある。教員

の指導の下、学生は患者を受け持つ時には「受け持

ち患者同意書」の内容を説明し、学生が受け持つこ

とに関する患者の意思を確認し、患者のサインを得

るという一連の過程を経験する。また、患者が同意

を取消したい場合も対応することになる。そのため、

看護学実習は、患者に関する個人情報の取り扱いお

よび情報の管理、医師から治療の説明を受ける際に

は同席を行なう場合もあり、患者の意思尊重、意思

尊重による患者の権利への理解と権利擁護の必要

性を理解する機会である16)‐18)。

1)インフォームド・コンセント教授に関する教材解

　釈

(1)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の確定」

　インフォームド・コンセントと実習目標の関連に

ついて学ぶ際のふさわしい現象は、７教授パターン

のうち４パターンで、“教授活動にふさわしい内

容”“臨床において必要性の高い内容”“実習指導

経験に基づき関連した内容”“学生の習得した知

識・技術に関連した内容”だった。教員と看護師の

重複カテゴリーは〔看護ケア〕、教員のカテゴリー

は〔清潔のケア〕〔分娩介助〕〔インフォームド・

コンセントの場面〕があり、実践場面がふさわしく、

学生の習得した知識・技術との関連性が考えられた。

指導経験のある看護師は〔リハビリ〕〔対応〕を挙

げ、実習指導経験が活かされた結果だと思われた。

指導経験なし看護師が挙げた〔認知できない〕〔危

険性〕は、安全の確保を学生が知る必要性を示唆し

ていた。

　以上のことから、教材化は看護ケア実践を基にし

て自身の経験や役割に引きつけており、倫理原則は

“自律の尊重”“無危害”に該当すると考えられた。

(2)インフォームド・コンセント教授のための「現

　 象の再現」

　７つの教授パターンの全てが見出された。重複カ

テゴリーの中で〔理解〕と〔同意〕は患者にとって

の重要要素でもあり、教員と看護師が挙げた“教授

活動にふさわしい内容”で、インフォームド・コン

セントそのものの再現が必要だと考えていた。教員

と指導経験ありの看護師が挙げた〔説明〕といった

５カテゴリーはコード数も多く、患者ケア実践で看

護学生に必要な内容でもあり、“実習指導において

必要性の高い内容”と一致した。教員と指導経験な

しの看護師の場合は、〔説明と同意〕〔意思の尊

重・意思の確認〕のカテゴリーで、“臨床の学習に

おいて必要性の高い内容”だと考えられた。看護師

のみと教員のみのカテゴリーを倫理原則と対応させ

ると、教員の場合は学生に求められる学びで、“自

律の尊重”“無危害”“善行”についてだった。一

方、看護師の場合は患者ケアの提供において必要な

内容で、“無危害”“善行”“正義”に関すること

だと思われた。教員の場合に対応していた倫理原則

（自律の尊重、無危害、善行）は、学生が看護ケア

実践をする場合に経験する患者の「自律の尊重」や

看護ケアを経験する際の「善行」「無危害」に基づ

く実践のあり方が該当すると考えられる。そして、

看護師の場合に対応していた倫理原則（無危害、善

行、正義）は、患者ケアの実践において考慮すべき

原則だと考えられる。本学の場合、教員は実習開始

前のオリエンテーションで実習要項をもとに、教員

と実習指導者の役割の違いについて説明する注5)。

原則を実際の場面でどのように対応するか判断する

ことの困難さはあったとしても、倫理原則と指導内

容との対応に教員と看護師との違いを反映させてい

くことで教育効果にも影響することにもなる。以上

のことから、「現象の確定」と同様、教員と看護師

のそれぞれの経験と役割が反映した教材化だと考え

られた。

3.看護学実習でのカンファレンスの学習

　カンファレンスは、「課題達成的側面」と「雰囲

気などの人間的側面」から集団維持機能を学ぶため

に活用される19)。日々の実習終了時に学生がカンフ

ァレンスを運営し、実習についてリフレクションし、

意見の発表や集団活動の実際を理解する。また、看

護師や教員も参加するので、指導内容では学生の経

験を教材として再構成し提示することになる。

(1)カンファレンス教授のための「教材構成」

　教員と指導経験ありの看護師が挙げたのは〔カン

ファレンス〕で、教材構成にふさわしいモデル現象

の場だと考えていたためだと思われた。教員が選択

し加工する内容として挙げていたのは〔安全〕で、

一方、看護師は〔意思尊重〕〔倫理的問題〕〔学生

の考え〕を挙げており、倫理原則に対応させると、

教員は患者への“無危害”について、看護師は患者

と学生のいずれもの“自律の尊重”に目を向けてい

たと思われた。カンファレンス教授の教材構成につ

いてはカテゴリーを集約することがかなり困難だっ

たことから、計画的というより学生状況に合わせた

ケース毎の指導が行なわれていたといえよう。

4.生命倫理教育内容の教材化

　看護学生は将来の看護ケア提供者として「倫理的

な行為者として自身の気づきを発達させる必要があ

る」といわれ20)、学生が倫理原則への立ち還りを繰

り返すような指導が必要で、これは内省（reflec-

tion）の必要性でもある。看護と内省については、

コルブの学習モデル注6)を用いた有用性の研究21)、看

護倫理教育との関係性の研究もみられ22)、実習指導

においてはカンファレンスの活用が該当した。教員

と看護師はそれぞれの経験、役割に引きつけた指導

をする傾向があるため、双方の連携と関係性も含め

た計画的な教材化が必要で、結果として実習目標の

効果的な到達にもつながる。

Ⅶ．結論

　看護学実習では、看護学生の実習目標達成が優先

され、看護ケア実践の経験と関係づけた指導の中に

生命倫理内容も含まれていた。教材化は教員と看護

師のそれぞれの経験と役割が関係しており、それは

教授内容と活動の限界でもあった。そのため、生命

倫理内容を教材化していくには、倫理原理・原則を

確認できる実習内容を整理し、臨床での看護ケア実

践の経験を生命倫理の理解に体系的に繋げることが

非常に重要であることが見出された。

　本研究の課題は、質的研究であるため実証的な研

究へとつなげ検証していくことである。
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【注記】

1)生命倫理の範囲と内容は、規範倫理学およびビー

チャムらの４原則（自律尊重、無危害、仁恵、正

義）を基にし、医学教育で実践されている臨床倫理

学教育の教育項目を追従、参考にするが23)、本研究

は倫理原則とケアの観点を含めた看護学実習におけ

る教材化の考察を行なうものと位置づけている。

2)参照文献は以下の通りである。川本・柴田「臨地

実習指導者の生命倫理に関する経験と学生指導状

況」（2012、342-345）1)、岩井ほか「看護学実習に

おける指導プロセスの関連要素－1996年から2009年

の国内線先行文献の分析－」（2012、15-28）24)、山

下ほか「実習目標達成を導く教授活動の構造－「看

護学実習教授活動理論」の開発に向けた仮説の導出

－」（2007、29-37）25)。

3)「看護実践とは，看護職が対象に働きかける行為

であり，看護業務の主要な部分を成すものをいう。

その組織化を意味する看護管理や看護職の育成を

意味する看護教育という用語と比較すると，看護そ

のものに最も近い用語である。」（日本看護協会，

2007，p.14）26)

4)教材解釈、教材構成については、教材解釈は「教

員が現象個々の中に内在する看護の本質を見極める

こと」、教材構成は「教育内容を内在した素材を選

択、加工するという教材構成」だと述べられていた

（吉富ほか、2004、pp.75-76）27)。

5)本学科の実習要項には以下のような文言が示され

ている。

「８．実習指導教員および臨地実習指導者の役割

　臨地実習は授業の一環である。大学の実習指導教

員(以下、「指導教員」と略す)は、臨地実習におけ

る学生の指導に責任をもつ。臨地実習指導者(以下、

「実習指導者」と略す)は、対象者の看護ケアに責

任をもつ立場にある。それぞれの主な役割について

は、以下のとおりである。」

6)コルブの経験学習では、具体的経験（ＣＥ）、内

省的観察（ＲＯ）、抽象的概念化（ＡＣ）、能動的

実験（ＡＥ）の４つの過程が示されていた。


